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住民が主体となり、地域で活躍していただけるように、行政は黒子の応援者

【内容】
地域包括ケアは、「地域まるごとケア」です。重度の要介護高齢者は、医師、歯科医師、介護福祉士、介護支援専門員など専門
職が責任をもつべきですが、生活支援サービス等は、地区社会福祉協議会やＮＰＯ法人が活躍していただける環境を行政が整える
役割があると考え実行しています。

【事例１】
地域に根づいた「地区社会福祉協議会」の活動
※地区社会福祉協議会とは
原則、小学校区域ごとにある地区組織
※地区社会福祉協議会活動の一例
・あんしん見守りネットワーク事業

・消灯、点灯、新聞受け等の確認
・災害時の避難方法の確認
・週に一回程度の訪問、安否確認の合図を決めておく等

・地域交流拠点の整備、運営

【事例２】
ＮＰＯ法人・校舎のない学校のプロジェクト
「ライフサポート事業」

※ライフサポート事業とは
高齢者等の様々なニーズに対して、インフォーマル
サービスとして、そのニーズに対応する地域住民の
相互扶助活動（主に生活支援サービスの実施）

（具体的な内容）
家事（掃除、洗濯、調理等）、話し
相手、安否確認、車椅子での散歩や
病院の付き添い等、外出同行 など
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☆現在、総合事業の準備で頑張っておられる方に！

①まずは現場です
もし総合事業等の構築に課題（問題）があれば・・・・・・・・

まずは現場に行って話をしましょう。（利用者、事業者のみなさんと）
必ず答えは現場にあります。

②チームで準備を
どこの自治体でも、そんなに準備体制（人員）が手厚くないのが現状だと思います。

実際、総合事業の担当者（担当予定者）は、たいへんです。ひとりでは、たいへんですので、
ぜひチームをつくりましょう。（役所の内外で）
チームで準備すると、担当者は前向きになれます。

③準備作業はたいへんですが、走りながら考え、構築していきましょう。
新しい取り組みをするときは、定型どおり仕事が進みません。予期せぬことが、

起こる可能性があります。走りながら考え、現場のチーム中心に取り組みましょう。

④条例等で、総合事業への移行期日は決まっていると思いますが、できるだけ早期の
移行を。

⑤平成30年改正の内容が審議されています。（社会保障審議会・介護保険部会）
お互いに情報を収集し、共有し分析しましょう。
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ご清聴
ありがとうございました
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